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呉川公園で呉川公園で

呉川公園で呉川公園で

市
民
の
防
災
意
識
向
上
と 

自
主
防
災
体
制
の
強
化
を

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

寺
前　

尊
文

　

近
年
「
災
害
は
忘
れ

る
間
も
な
く
や
っ
て
来

る
」
と
言
え
る
ほ
ど
自
然
災
害
が

頻
発
し
て
い
る
。
災
害
時
に
必
要

と
な
る
の
は
住
民
の
防
災
意
識
と

自
主
防
災
体
制
の
強
化
で
あ
る
。

本
市
の
自
主
防
災
組
織
率
は
、
七

三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
至
る
が
、

近
隣
市
に
比
べ
や
や
劣
る
。
防
災

教
育
の
充
実
、
自
主
防
災
組
織
育

成
の
具
体
的
な
支
援
策
は
何
か
。

現
在
、
防
災
総
合
訓
練
は
平
日
開

催
で
あ
る
が
、
幅
広
く
市
民
が
参

加
で
き
る
土
日
開
催
の
検
討
を
。

　

自
主
防
災
組
織
の
現

状
と
課
題
は
、
各
組
織

の
役
員
の
高
齢
化
や
災
害
時
の
組

織
対
応
、
訓
練
回
数
と
訓
練
参
加

者
数
が
少
な
い
こ
と
、
組
織
率
の

公
共
工
事
に
つ
い
て 

防
災
体
制
に
つ
い
て

英
明
ク
ラ
ブ　

灘
井　

義
弘

　

①
山
手
幹
線
事
業
の

大
原
工
区
や
西
工
区
で
、

す
で
に
工
事
完
了
や
用
地
買
収
済

の
部
分
は
、
財
産
の
有
効
活
用
の

面
か
ら
も
早
期
に
供
用
開
始
を
す

べ
き
で
な
い
か
。
②
自
主
防
災
組

織
は
機
能
す
る
の
か
。
組
織
率
の

面
で
は
な
く
、
高
齢
化
す
る
組
織

を
い
か
に
し
て
災
害
時
に
動
か
す

の
か
。
防
災
訓
練
の
あ
り
方
も
再

考
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
③
津
波

対
策
が
で
き
て
い
な
い
と
報
道
さ

れ
た
が
、
本
市
の
津
波
対
策
は
で

き
て
い
る
の
か
。

　

①
大
原
工
区
で
は
、

信
号
機
の
設
置
や
交
通

規
制
な
ど
公
安
委
員
会
と
調
整
中

で
、
十
一
月
中
に
は
対
面
通
行
に

切
り
替
え
た
い
。
西
工
区
の
県
道

奥
山
精
道
線
ま
で
の
間
は
、
本
年

度
末
に
対
面
通
行
で
暫
定
供
用
し

た
い
。
②
自
主
防
災
組
織
で
は
、

向
上
な
ど
で
あ
る
。
今
後
の
支
援

策
と
し
て
、
自
主
防
災
の
核
と
な

る
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
、
実
践
的
な

防
災
訓
練
、
近
隣
組
織
と
の
合
同

訓
練
の
実
施
を
検
討
し
て
い
る
。

訓
練
の
休
日
開
催
は
、
中
学
生
や

民
間
企
業
の
参
加
な
ど
関
係
機
関

と
協
議
調
整
を
行
い
、
実
施
可
能

で
あ
れ
ば
検
討
す
る
。

各
年
代
層
の
交
流
を
深
め
活
性
化

を
図
り
た
い
。
③
防
潮
提
は
四
・

一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
で
整
備

さ
れ
て
お
り
、
予
想
さ
れ
る
津
波

の
高
さ
以
上
の
防
潮
ラ
イ
ン
は
確

保
さ
れ
て
い
る
。

病
院
予
算
削
減
を
や
め 

救
急
等
公
的
医
療
を
守
れ

日
本
共
産
党　

田
中
え
み
こ

　

市
が
行
政
改
革
と
称

し
て
四
億
円
削
減
を
打

ち
出
し
て
い
る
芦
屋
病
院
へ
の
繰

出
金
は
、
救
急
医
療
等
の
不
採
算

部
門
維
持
の
た
め
の
法
の
基
準
に

基
づ
い
た
支
出
で
は
な
い
の
か
。

削
減
に
よ
り
患
者
・
市
民
に
負
担

を
強
い
、
病
院
の
縮
小
、
民
営
化

の
方
向
に
進
み
は
し
な
い
か
。
後

発
薬
品
へ
の
切
り
替
え
、
高
利
企

業
債
の
解
消
な
ど
改
善
せ
よ
。
病

院
予
算
削
減
を
や
め
、
救
急
等
公

的
医
療
を
充
実
し
、
地
域
医
療
の

拠
点
の
役
目
を
果
た
す
よ
う
に
。

　

一
般
会
計
か
ら
芦
屋

病
院
へ
の
繰
出
金
削
減

が
救
急
医
療
等
に
支
障
を
も
た
ら

さ
な
い
よ
う
、
病
院
の
経
営
改
善

に
努
め
て
い
く
。
公
立
病
院
と
し

て
市
民
に
信
頼
さ
れ
、
良
質
か
つ

適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す

る
に
は
、
診
療
収
入
増
加
対
策
や

費
用
抑
制
対
策
を
講
じ
、
健
全
な

病
院
経
営
を
す
る
こ
と
が
必
要
。

小
児
を
含
む
救
急
医
療
、
高
度
医

療
な
ど
医
療
水
準
の
確
保
に
努
め

る
。
一
層
の
業
務
分
析
を
進
め
る
。

企
業
債
の
借
り
換
え
は
で
き
な
い
。

芦
屋
市
救
急
医
療
体
制
の 

改
善
を
求
め
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

重
村
啓
二
郎

　

現
在
、
芦
屋
市
の
救

急
医
療
体
制
は
、
県
が

定
め
た
阪
神
南
圏
域
（
尼
崎
市
、

西
宮
市
、
芦
屋
市
）
を
一
つ
の
範

囲
と
し
て
い
る
。
こ
の
圏
域
の
西

端
に
位
置
す
る
芦
屋
市
の
救
急
医

療
体
制
の
圏
域
は
、
西
宮
市
、
芦

屋
市
、
神
戸
市
の
一
部
と
す
る
方

が
合
理
的
で

は
な
い
か
。

行
政
の
都
合

で
線
引
き
す

る
の
は
お
か

し
い
。
県
に

改
善
を
求
め

て
ほ
し
い
。
　

現
在
の
二
次
救
急
の

阪
神
南
医
療
圏
域
の
枠

組
み
は
、
県
が
平
成
十
三
年
四
月

に
策
定
し
た
「
兵
庫
県
保
健
医
療

計
画
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
医
療

の
需
要
と
供
給
の
調
査
結
果
や
行

政
区
域
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
、

病
院
の
輪
番
制
と
し
て
再
編
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
本
市
の
現
実
の

対
応
と
し
て
は
、
阪
神
南
地
域
だ

け
で
な
く
、
神
戸
市
の
医
療
機
関

も
含
め
て
搬
送
し
て
い
る
。

来
年
四
月
の
開
園
が
不
可
能
な
状

況
で
あ
る
。
当
該
法
人
と
は
で
き

る
だ
け
早
く
開
園
で
き
る
よ
う
協

議
し
て
い
る
。
②
関
係
機
関
や
神

戸
第
一
学
区
の
中
学
校
や
高
等
学

校
に
配
慮
し
て
も
ら
い
、
オ
ー
プ

ン
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
へ
の
参
加
や
高

校
説
明
会
を
実
施
し
た
。
今
後
も

情
報
交
換
を
行
い
、
積
極
的
に
情

報
収
集
し
、
生
徒
一
人
一
人
の
希

望
が
実
現
で
き
る
よ
う
丁
寧
な
進

路
指
導
に
努
め
て
い
く
。

の
公
園
・
緑
地
の
確
保
を
盛
り
込

む
の
は
大
変
難
し
い
。
③
来
場
者

へ
の
環
境
啓
発
と
し
て
有
効
で
あ

り
、
計
画
に
盛
り
込
み
た
い
。
④

環
境
づ
く
り
推
進
会
議
で
の
成
果

は
広
報
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
広

く
市
民
に
情
報
を
提
供
す
る
。

て
い
な
い
。

元
々
、
人
事
院
規
則
に
定
め
ら
れ

て
お
り
、
仕
事
の
前
後
に
置
い
て

は
い
け
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
制
度
の
趣
旨
で
あ
る
連
続

勤
務
の
軽
い
疲
労
を
回
復
す
る
と

い
う
点
か
ら
も
理
解
で
き
な
い
。

今
後
運
用
、
対
処
は
ど
う
す
る
の

か
。
適
正
運
用
が
困
難
な
ら
制
度

廃
止
の
検
討
も
。

　

休
息
時
間
は
、
公
務

能
率
の
推
進
の
観
点
か

ら
、
勤
務
後
の
疲
労
回
復
の
手
休

市
政
へ
の 

市
民
参
画
に
つ
い
て

日
本
共
産
党　

平
野　

貞
雄

　

市
長
は
市
民
を
「
パ

ー
ト
ナ
ー
」
と
見
る
考

え
を
示
さ
れ
て
い
る
が
、「
自
治
」

の
担
い
手
の
「
主
権
者
」
と
し
て

の
位
置
付
け
を
、
理
念
に
お
い
て

も
実
践
に
お
い
て
も
明
確
に
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
市
民
の
権

利
と
し
て
の
制
度
的
保
障
と
し
て

の
条
例
化
を
は
か
る
べ
き
で
は
な

い
か
。
具
体
的
施
策
と
し
て
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
政
策
立
案
等

へ
の
市
民
意
見
を
募
集
し
、
そ
の

採
否
と
理
由
を
公
表
す
る
手
続

き
）
を
採
用
す
る
考
え
は
な
い
か
。

　

本
市
総
合
計
画
で
は
、

「
市
民
、
事
業
者
、
行
政

の
協
働
の
も
と
に
新
し
い
芦
屋
の

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
」、「
市

民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
、
参

画
と
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
い
く
」
と
位
置
付
け
て
お

り
、
市
民
と
と
も
に
と
い
う
姿
勢

で
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。

「
市
民
参
画
条
例
」
は
市
民
参
画
・

協
働
の
あ
り
方
を
考
え
る
中
で
検

討
し
て
い
く
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
は
、
今
後
導
入
を
考
え
て
い

く
。

条
例
等
の
立
法
方
針
の 

制
定
を

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

中
島　

健
一

　

法
令
で
は
な
い
要
綱

と
い
う
市
の
内
部
的
規

定
が
、
様
々
な
行
政
分
野
で
活
用

さ
れ
て
い
る
。
住
民
に
対
し
て
法

的
拘
束
力
を
持
た
な
い
要
綱
に
よ

る
行
政
運
営
を
見
直
し
て
い
く
た

め
に
も
、
ま
た
法
令
体
系
の
整
備

を
行
っ
て
い
く
上
で
も
、「
条
例
等

の
立
法
方
針
」
を
策
定
す
べ
き
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
要
綱
行
政
か

ら
脱
却
す
る
た
め
、
立
法
指
針
を

待
つ
こ
と
な
く
要
綱
制
定
活
用
に

つ
い
て
の
基
準
を
定
め
る
べ
き
と

考
え
る
が
当
局
の
見
解
は
。

　

要
綱
に
つ
い
て
は
、

法
令
や
条
例
・
規
則
の

解
釈
、
実
施
に
あ
た
っ
て
細
部
の

取
り
扱
い
を
規
定
す
る
場
合
、
補

助
金
等
の
交
付
基
準
や
給
付
の
取

り
扱
い
、
事
務
事
業
執
行
上
の
内

部
的
事
項
を
規
定
す
る
場
合
な
ど

に
定
め
て
い
る
。
要
綱
の
制
定
、

改
廃
に
伴
う
決
裁
権
限
は
、
条
例
、

規
則
と
同
様
の
扱
い
を
し
て
い
る
。

条
例
等
の
立
法
指
針
や
要
綱
制
定

の
指
針
は
、
政
策
法
務
を
推
進
し

て
い
く
上
で
必
要
で
あ
り
、
今
後
、

研
究
し
て
い
く
。

芦
屋
市
環
境
計
画
の 

見
直
し
に
つ
い
て英

明
ク
ラ
ブ　

山
田
み
ち
子

　

①
仲
ノ
池
は
自
然
生

態
観
察
公
園
と
し
て
整

備
さ
れ
た
が
、
自
然
度
は
低
下
し

て
い
る
。
具
体
的
方
向
性
は
い
か

が
か
。
②
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
で

奪
わ
れ
る
緑
は
大
き
い
。
協
力
金

で
済
ま
さ
ず
、
公
園
、
緑
地
を
提

供
し
管
理
す
る
よ
う
計
画
で
誘
導

で
き
な
い
か
。
③
ト
レ
ー
な
ど
を

使
わ
な
い
環
境
に
優
し
い
イ
ベ
ン

ト
に
取
り
組
ん
で
は
ど
う
か
。
④

　９月７日（火）の本会議で、行財政改革調査特別委員会

を設置しました。

　行財政改革調査特別委員会は、９人の委員で構成し、

以下の３つの調査項目について、閉会中も継続して調査

を行います。

１．財政収支見込み並びに行政改革実施計画の各項目の

進捗状況の調査

２．行政改革の各項目実施に当たっての当局の取り組み

姿勢、問題点等に対する指摘や改善策等についての

調査

３．財政再建準用団体への転落を回避するため、議会と

して取り組むことができる方策等の調査

　また、９月１７日（金）に委員会を開催し、財政収支見込

みの概要説明を受け、１６年度から１０カ年の行政改革実施

計画を含めて総括的な質疑を行うとともに、今後の委員

会の進め方を協議しました。

　進め方としては、行政改革実施計画の各項目を、所管

別に区分し調査を行うことに決定しました。皮切りとし

て、１０月２０日（水）に建設部門の項目について調査を行い

ました。

　今後は、来年８月に平成１６年度の実績報告や財政収支

見込みの見

直しが行わ

れることを

踏まえ、各

項目の調査

を行う予定

です。

行財政改革調査特別委員会を設置しました
 財政再建準用団体への転落を回避するための方策等を調査

行財政改革調査特別委員会委員名簿

委
員
長

　

灘
井　

義
弘

副
委
員
長

　

長
野　

良
三

委　

員

　

重
村
啓
二
郎

　

幣
原　

み
や

　

山
口
み
さ
え

　

寺
前　

尊
文

　

平
野　

貞
雄

　

徳
田　

直
彦

　

松
木　

義
昭
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一
　
般
　
質
　
問�

　
九
月
定
例
会
で
は
、
九
月
十
五
日（
水
）、

十
六
日（
木
）の
二
日
間
、十
四
人
の
議
員

が
市
政
に
関
す
る
三
十
四
項
目
の
内
容

に
つ
い
て
、
通
告
順
に
質
問
を
行
い
ま

し
た
。�

　
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。�

…質問� …答弁�

　

�
�
�
�
条
例
・
環
境
・
市
民
参
画 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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　議会の常任委員会は、議案や請願等の審査を行うだけでなく、
その委員会の担当する所管事務の調査も行っています。所管事務
調査とは、条例の立案や執行機関の監視等のため、市の事務に関
する調査を行うものです。委員会は原則として会期中でないと活
動できませんが、例外として、具体的な調査事件を示して本会議
で了承されれば、次の定例会まで閉会中も調査を続行できます。
　本市議会には、３つの常任委員会があり、現在、閉会中も継続
して調査を行っている事案は次のとおりです。これらの事案に関
して、先進都市への行政視察も実施して、市の施策に反映するよ

う活動しています。
▽総務常任委員会…市税等の収納対策、市民参画に関する調査
▽民生文教常任委員会…三条火葬場、大原葬祭場、精道小学校
建てかえ、病院事業、高校教育改革、次世代育成支援事業
▽建設常任委員会…花と緑のまちづくり、都市計画マスタープ
ラン、南芦屋浜土地利用計画に関する調査

　最近では、民生文教委が精道小建てかえ、病院事業、高校教育
改革、建設委が都市計画マスタープラン、南芦屋浜土地利用計画、
山手幹線芦屋川横断工区の工法について調査を行いました。
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�
�
�
福
祉
・
図
書
館
・
文
化
財 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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保
育
所
の
待
機
児
童
解
消 

と
警
報
時
対
応
に
つ
い
て

新
社
会
党　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
み
さ
え

　

年
々
増
え
続
け
て
い

る
保
育
所
の
待
機
児
童

は
現
在
何
人
か
。
市
は
民
間
の
力

を
借
り
て
待
機
児
童
の
解
消
を
一

定
程
度
、
図
っ
て
い
く
こ
と
を
市

民
や
議
会
に
説
明
し
て
き
た
。
時

期
や
程
度
を
明
確
に
示
す
べ
き
で

は
な
い
か
。
ま
た
公
立
保
育
所
で

は
、
今
年
の
七
月
か
ら
警
報
時
で

も
児
童
の
受
け
入
れ
を
す
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
安
全
確
保
を
図
る

た
め
窓
ガ
ラ
ス
飛
散
防
止
フ
ィ
ル

ム
を
全
保
育
所
に
取
り
つ
け
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

待
機
児
童
は
九
月
一

日
現
在
、
百
人
で
あ
る
。

来
年
度
、
南
芦
屋
浜
に
新
設
の
民

間
保
育
園
が
開
園
し
た
ら
待
機
児

童
は
一
定
の
解
消
を
図
れ
る
。
し

か
し
、
来
年
四
月
の
開
園
は
不
可

能
な
状
況
で
あ
る
。
円
滑
化
等
を

し
て
も
対
応
で
き
な
い
場
合
は
、

公
立
保
育
所
の
民
営
化
等
に
よ
る

定
員
増
の
実
施
に
向
け
、
具
体
策

を
検
討
し
て
い
く
。
警
報
時
の
保

育
所
開
所
は
、
子
供
の
安
全
の
確

保
を
第
一
に
、
問
題
を
洗
い
直
し

て
対
応
し
て
い
く
。

所管事務調査に積極的に取り組む常任委員会
 精道小建てかえ、山手幹線芦屋川横断工区などを調査

呉川公園で呉川公園で

呉川公園で呉川公園で

病
児
・
病
後
児
保
育
と 

商
工
支
援
策
に
つ
い
て

創
政
ク
ラ
ブ　

幣
原　

み
や

　

阪
神
間
で
も
病
後
児

保
育
を
実
施
す
る
市
が

増
え
て
き
て
い
る
。
策
定
中
の
芦

屋
市
次
世
代
育
成
行
動
計
画
に
具

体
的
な
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
含

め
て
織
り
込
ん
で
ほ
し
い
が
ど
う

か
。
行
革
と
の
関
連
で
今
後
民
間

保
育
園
を
誘
致
す
る
場
合
に
は
医

療
機
関
と
の
位
置
関
係
に
配
慮
し

て
ほ
し
い
。

　

芦
屋
の
商
工
業
支
援
に
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
、
よ
り
活

待
機
児
童
の
解
消
と
中
学 

校
の
進
学
指
導
に
つ
い
て

英
明
ク
ラ
ブ　

松
木　

義
昭

　

①
九
月
一
日
現
在
で

保
育
所
へ
の
入
所
を
希

望
し
な
が
ら
入
れ
な
い
児
童
が
百

名
い
る
。
こ
の
待
機
児
童
の
解
消

を
目
指
し
て
南
芦
屋
浜
の
陽
光
町

に
私
立
保
育
園
を
開
園
す
る
計
画

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
②
神

戸
第
一
学
区
と
の
統
合
を
控
え
、

ど
の
高
校
に
何
番
ま
で
志
願
で
き

る
の
か
学
校
や
担
任
に
聞
い
て
も

は
っ
き
り
と
し
た
回
答
が
聞
か
れ

な
い
と
い
っ
た
不
満
の
声
が
出
て

い
る
。
中
学
校
で
の
進
学
指
導
は

き
ち
っ
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　

①
南
芦
屋
浜
に
建
設

予
定
の
私
立
保
育
園
は
、

力
を
与
え
る
検
討
を
行
っ
て
ほ
し

い
が
ど
う
か
。

　

病
後
児
保
育
の
実
現

に
は
、
医
療
機
関
と
の

連
携
な
ど
難
し
い
課
題
が
多
い
。

現
在
「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
行

動
計
画
」
策
定
の
中
で
、
ど
の
程

度
な
ら
で
き
る
の
か
、
実
施
す
る

場
合
の
時
期
等
も
含
め
て
、
素
案

の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
医

療
機
関
と
の
関
係
は
、
今
後
、
民

間
保
育
所
を
誘
致
す
る
機
会
が
あ

れ
ば
、
検
討
し
て
い
く
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
は
、

今
後
商
工
会
と
も
連
携
し
な
が
ら

調
査
研
究
し
て
い
き
た
い
。

共
に
生
き
る 

障
害
者（
児
）福
祉
の
充
実
を

新
社
会
党　
　

前
田　

辰
一

　

本
年
、
第
四
次
芦
屋

市
障
害
者
（
児
）
福
祉

計
画
が
策
定
さ
れ
た
が
、
新
規
施

策
は
な
い
。
以
下
の
点
は
早
期
改

善
、
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
。

①
障
害
の
あ
る
児
童
と
共
に
育
ち

合
う
総
合
（
共
生
）
保
育
実
践
の

充
実
。
②「
住
宅
つ
き
生
涯
学
級
」

の
み
ど
り
学
級
の
将
来
展
望
の
課

題
整
理
。
③
一
部
公
立
体
育
施
設

駐
車
場
使
用
料
の
免
除
を
他
の
施

設
に
も
拡
大
。
④
阪
神
打
出
駅
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
早
期
実
現
を

事
業
者
に
働
き
か
け
る
。

　

①
入
所
基
準
の
課
題

は
検
討
す
る
。
よ
り
多

く
の
児
童
受
入
れ
の
た
め
、
障
害

児
保
育
事
業
実
施
要
綱
の
見
直
し

を
し
て
い
る
。
②
昨
年
来
、
数
回

保
護
者
と
話
し
合
い
を
し
て
い
る
。

関
係
部
署
と
意
見
交
換
を
し
て
い

く
。
③
近
隣
他
都
市
の
状
況
を
調

査
し
、
減
免
規
定
を
設
け
る
か
判

断
し
た
い
。
④
駅
舎
の
構
造
上
、

技
術
的
な
問
題
が
あ
る
。
実
施
す

る
と
決
ま
れ
ば
、
ス
ロ
ー
プ
設
置

に
よ
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
方
向

で
事
業
者
と
話
し
合
い
を
す
る
。

図
書
館
の
機
能
向
上
と 

「
障
害
」
の
表
記
に
つ
い
て

公
明
党　
　
　

田
原　

俊
彦

　

図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
本
の
検
索
が

で
き
て
便
利
だ
が
、
予
約
し
た
い

本
が
見
つ
か
っ
た
と
き
、
ネ
ッ
ト

で
直
接
予
約
可
能
に
で
き
な
い
か
。

本
が
貸
し
出
し
可
能
に
な
れ
ば
、

利
用
者
に
メ
ー
ル
で
通
知
す
る
こ

と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
障
害
」
の
表
記
に
つ
い
て
「
障

が
い
」
と
ひ
ら
が
な
で
表
記
す
る

動
き
が
一
部
自
治
体
で
始
ま
っ
て

い
る
。「
害
」
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を

取
り
除
く
た
め
だ
が
、
本
市
も
変

更
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
蔵
書
の
予
約
は
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
に
と
っ
て
有
効
な

手
段
と
考
え
る
。
今
後
、
実
施
に

向
け
て
先
進
地
等
の
事
例
を
参
考

に
検
討
し
た
い
。

　
「
障
害
者
」
の
「
害
」
の
文
字
が

「
公
害
」「
有
害
」
な
ど
に
用
い
ら

れ
て
い
る
た
め
、
イ
メ
ー
ジ
が
悪

く
ひ
ら
が
な
に
置
き
換
え
て
表
記

す
る
動
き
が
あ
る
。
ひ
ら
が
な
へ

の
表
記
は
、
今
後
、
障
害
者
団
体

等
の
意
見
を
聞
き
、
判
断
し
て
い

き
た
い
。

徳
川
大
坂
城
採
石
場
岩
ケ 

平
遺
跡
の
調
査
、
保
存
を

日
本
共
産
党　

木
野
下　

章

　

採
石
場
と
し
て
最
大

規
模
の
岩
ケ
平
の
調
査

で
は
、
世
界
遺
産
の
可
能
性
も
あ

る
大
坂
城
石
垣
石
の
採
石
、
石
割

り
、
搬
送
の
生
産
丁
場
が
明
ら
か

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
県

教
育
委
員
会
の
指
導
で
本
格
調
査

に
入
れ
な
い
ま
ま
十
一
月
に
は
造

成
工
事
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

考
古
学
協
会
は
本
格
調
査
を
求

め
、
保
存
を
求
め
る
市
民
の
声
も

広
が
っ
て
い
る
。
市
が
主
体
性
を

持
っ
て
徹
底
調
査
、
市
民
へ
の
公

開
、
保
存
の
努
力
を
求
め
る
。

　

今
回
の
発
掘
調
査
で

は
、
文
化
庁
・
県
教
育

委
員
会
か
ら
は
、
調
査
手
法
、
現

場
安
全
管
理
、
今
後
の
保
全
方
法

等
の
指
導
を
、
芦
屋
市
文
化
財
保

護
審
議
会
か
ら
は
、
学
術
上
の
評

価
、
保
存
の
あ
り
方
に
関
し
て
意

見
を
聞
い
た
。「
芦
屋
市
内
で
行
っ

て
き
た
刻
印
石
と
し
て
は
、
従
来

の
調
査
で
記
録
保
存
し
て
き
た
遺

構
と
同
価
値
で
あ
る
」
と
い
う
評

価
で
あ
り
、
今
回
の
調
査
地
は
記

録
保
存
と
考
え
て
い
る
。
財
政
負

担
を
伴
う
保
存
は
で
き
な
い
。

行
動
計
画
を
策
定
し
、
環
境
づ
く

り
推
進
委
員
会
が
中
心
と
な
り
評

価
、
公
表
し
て
は
ど
う
か
。

　

新
環
境
計
画
の
策
定

で
は
、
①
人
と
自
然
の

ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
活
用
し
て

い
く
。
緑
の
保
全
、
移
入
種
対
策

な
ど
の
視
点
を
計
画
に
盛
り
込
み

た
い
。
②
緑
地
の
確
保
は
大
切
だ

が
、
計
画
に
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
時

め
時
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
の

業
務
は
市
民
と
の
対
応
が
中
心
で

あ
り
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
観
点
か

ら
勤
務
の
途
中
に
休
息
時
間
を
置

く
よ
り
は
、
始
め
と
終
わ
り
に
置

く
方
が
業
務
を
中
断
す
る
こ
と
な

く
事
務
執
行
が
で
き
る
。
休
息
時

間
の
廃
止
は
、
軽
度
の
疲
労
回
復

や
公
務
能
率
の
増
進
を
図
る
制
度

の
趣
旨
か
ら
現
在
の
と
こ
ろ
考
え

市
民
が
理
解
で
き
な
い 

職
員
の
休
息
時
間
廃
止
を

公
明
党　
　
　

帰
山　

和
也

　

本
市
で
は
、
現
在
、

「
一
日
三
十
分
の
休
息

時
間
」
を
勤
務
時
間
の
前
後
に
置

い
て
運
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

正
規
の
勤
務
時
間
に
含
ま
れ
る
。

南芦屋浜（親水公園と分譲住宅）南芦屋浜（親水公園と分譲住宅）


